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成分フリーインキ」を使用し、環境にやさしく・品質に厳しい「UV水なし高精細印刷」で印刷をしています。



Social & Environmental Report 2007.10~2008.9 Social & Environmental Report2007.10~2008.91 2

株式会社東京流通センターは、開業以来お客様が安全にかつ安心して施設を利用して頂ける

ような施設運営に努めてまいりました。

また、当初より省エネルギーや廃棄物の抑制等環境への負荷低減に努めてまいりましたが、

特に緑化については施設の各所に桜を植樹する等環境に配慮した経営を行っております。

この姿勢を深化させ、2003年9月にはISO14001の認証を取得しこれを機に「環境報告書」

を発行し、弊社の環境への取り組みをご報告してまいりました。

さらに、経営の基本に立ち返り、「コーポレート・ガバナンス」「リスクマネジメント」「コンプ

ライアンス」など社会的側面の取り組みについてのご報告も加え、報告書名も今回より「社会・

環境報告書」といたしました。

本報告書を通じて当社の社会・環境への取り組みをご理解いただくとともに、引き続き皆様

方の温かいご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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●商号 株式会社東京流通センター
  ［Tokyo Ryutsu Center Inc.］

●代表者 代表取締役社長　松野秀司

●本社所在地 〒143-0006
 東京都大田区平和島六丁目1番1号
 TEL.03-3767-2111（代表）
 FAX.03-3767-2053

●設立年月日 昭和42年（1967年）11月13日

●資本金 40億円

●事業内容
1. 物流ビル・オフィスビルの賃貸および運営管理
2. 展示場・会議室等施設の賃貸および運営管理
3. 駐車施設の運営管理

目 次 会社概要

「報告書」作成の基本事項　

●発行経緯
2004年より「環境報告書」を発行し、2008年か
ら「社会・環境報告書」としました。

●発行目的
ステークホルダーへの企業情報の開示目的で発行
しています。

●編集方針
本報告書は、環境省の「環境報告書ガイドライン
（2007年度版）」を参考に作成しました。

●対象範囲
株式会社東京流通センターの活動を掲載しました。

●対象期間
2007年10月1日～2008年9月30日（当社ISO 
2007年度）の活動を中心に掲載しました。

●発行予定
次回発行予定は2009年12月頃です。

●社会・環境報告書に関するお問い合わせ先
株式会社東京流通センター

ISO事務局 TEL.03-3767-2111
 FAX.03-3767-2053
ホームページ　http://www.trc-inc.co.jp
メールアドレス　soumu@trc-inc.co.jp          
                                  

表紙について
TRCは長年、環境活動の一つとして桜の植樹を行っています。
今回は構内の主に外周にある"関山"をテーマに作成しました。

ご挨拶

2008年12月
株式会社 東京流通センター
代表取締役社長
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公正・透明な企業活動

◎法令・社会的規範を遵守するとともに、社会の常識や企業倫理を尊重します。
◎行政との健全な関係を保ち、公正かつ自由競争による企業活動を行います。

顧客満足

◎お客様が快適に、そして、安全に施設を利用して頂けるようなビル運営サービスに努めます。
◎お客様への説明は誤解を招くことのないよう正確な情報を提供し、信頼の獲得に努めます。

情報管理

◎情報や文書に関しては、法令や規程を遵守し、適切に管理します。
◎当社が保有するお客様、取引先、社員などの個人情報についてはその保護に努めます。

ステークホルダーとのコミュニケーション

◎お客様はもとより、株主、取引先、社員などさまざまなステークホルダーとのコミュニケーションを
図るとともに、社会への説明責任を果たすために、適正な企業情報を適時に開示・提供します。

社会との調和

◎ISO14001への取り組みを通して、環境保全の推進に取り組みます。
◎企業市民として、積極的な社会貢献活動を行います。

社員の尊重

◎社員のゆとりと豊かさを実現し、安全で働きやすい環境を確保するとともに、社員の人格、個性を尊
重します。

実効ある社内体制

◎経営幹部の指揮の下、本憲章を確実に実践するために関係者への周知徹底、定期確認の実施、また社
内外の声を常時把握し、実効ある社内体制を整備します。

◎不祥事が起こらないように未然に防止策を講じ、発覚したときには迅速な対処を行います。

2006年6月5日

株式会社東京流通センター

3 4

社会からの要請であるCSRの定義や範囲は時代ととも

に移り変わってきており、近年企業に求められる社会的な

責任は、従来の経済的・法的な企業の責任を超えた様々な

要求に広がってきています。当社は皆様の企業活動の基盤

となる施設を運営管理し、そこに求められる安全と安心に

基づく快適な職場環境・サービスをご提供していくことに

より、これまで以上にステークホルダーから信頼を得るこ

とを基本に、以下の方針を引き続き重点として取り組み、

社会に貢献することを目指しております。

1．内部統制基本方針に則り、広く社会との連携・協調を

図り、誠実で透明性の高い経営を行う。

2．顧客ニーズを把握し、安全・安心で快適なビル環境を

維持し、効率的な業務運営に努める。

3．新たな時代に向かい、社員一人ひとりが、自主性と能

力の向上に努め積極的な業務へのチャレンジを行う。

現在、当社のBCM（事業継続マネジメント）として、

大規模地震と新型インフルエンザ対策を最重点項目として

策定を進めております。これからも誠実な企業で在り続け、

社会に信頼され必要とされる企業であることを追及してま

いります。

代表取締役副社長

（内部統制委員会委員長）

森 本 淳 之
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コンプライアンスの徹底
●「コンプライアンスプログラム」
全社員が法令・定款及び社会規範を順守するため

の行動規範として、2006年6月に「東京流通セン
ター企業行動憲章」及び「行動基準」をまとめた「コ
ンプライアンスプログラム」を制定しました。企業
行動憲章は、「社会環境カード」に記載されており、
全社員が常に携帯しています。
また、昨年に引き続き、新日本有限責任監査法人

大久保和孝氏を講師に向かえ、役員および全社員を
対象に危機意識向上等に関するセミナーを実施しま
した。

●取り組み事項
「『東京流通センター業務関連法規等』取扱要領書の制定」
「順法性に係るリスク」への取り組みに関しては、業務運営上関連する法規制等を抽出・整理し、「全社

法規制等登録簿」としてまとめました。
2008年6月には、「全社法規制等登録簿」の管理方法等を定めた「『東京流通センター業務関連法規等』

取扱要領書」を制定しました。

●「反社会的勢力の排除」
当社では、反社会的勢力との関係断絶を「行動基準」に明記しています。反社会的勢力排除への取り組

みとして、監視カメラや録音設備の設置をし、不当要求防止責任者の育成も行いました。現在、暴力追放
運動推進センター主催の講習を修了した対応責任者は7名となっています。
また、「不当要求者対応マニュアル」を制定するとともに、対応に関する教育を全社員に実施しました。

コーポレート・ガバナンス
当社は、ステークホルダー（お客様、株主、取引先、地域社会、従業員など）の信頼を得ることを重要

課題であると位置づけ、法令順守はもとより、社会規範・企業倫理を認識しながら、誠実かつ透明性の高
いコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指しています。
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株主総会

取締役会
取締役10名

（社外取締役3名）

監査役会
監査役4名

（社外監査役3名）

内部統制委員会

会計監査人

代表取締役 内部監査室　2名

常務会
常勤取締役6名
常勤監査役1名

税務顧問
法律顧問

従業員による会社組織

コーポレート・ガバナンス体制図●取締役会
取締役会では、経営の意思決定、職

務執行状況の監督を行っています。現
在、取締役10名中3名が社外取締役
という構成になっており、社外取締役
からはさまざまな視点からの意見・指
摘を頂いています。

●監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、

2008年6月より社外監査役を1名増
員し、常勤監査役1名、社外監査役3
名となりました。監査役は、監査役会
で策定した監査方針・監査計画に基づ
き、取締役会への出席などを通して、
取締役の職務執行の適正性等の監査を
行っています。

●内部監査
2006年6月に内部監査部門として社

長直轄の内部監査室を新設し、定期的
に各部門の業務状況を監査しています。
なお、内部監査、監査役監査及び会

計監査はそれぞれ独立した組織または
法人にて各々会社の監査業務を行って
いますが、必要に応じて意見交換を行
い相互の連携を図っています。

内部統制、リスク管理への取り組み
●内部統制システムの充実とリスクマネジメント
当社では、2006年5月に「内部統制基本方針」の取締役会決議を行い、これに基づき、業務の適正を確

保するための体制を強化しています。2007年2月には、副社長を委員長とした内部統制委員会を発足し
ました。
内部統制委員会発足を原点として、まず、全社的にリスクを洗い出しました。その中から、「重要事項

説明に係るリスク」、「今後の事業展開に係るリスク」、「順法性に係るリスク」、「事故・災害に係るリスク」
など12項目を重点取り組み事項とし、改善・低減に取り組みました。
また、近年、大規模地震や新型インフルエンザの脅威が高まっており、事業継続マネジメント（以下

BCM）に対する企業の取り組みがますます求められています。当社においてもBCMの策定は必要不可欠
であると考え、首都直下型の大規模地震及び新型インフルエンザの世界的大流行を想定したBCMの策定
を進めています。

社会活動
●「緑の東京募金」への寄付　⇨P.16参照

東京都が実施している「緑の東京募金」へ賛同し寄付をしました。

●ジョイセフ（家族計画国際協力財団）への協力
総合受付に使用済みの切手やプリペイドカードの回収箱を設置し、皆様に協力を頂いた物を寄贈し、活

動に協力しました。
※ジョイセフとは「開発途上国に必要な援助を行い、関係地域住民の福祉の向上の増進に寄与すること」を主目的に設立されたNGO団体。

●社会環境活動への参加　⇨P.16参照

高校生の環境意識の向上を目的に開催された「第5回高校生環境サミット」に参加し、当社の環境への
取り組みを紹介しました。

●環境美化運動の継続実施　⇨P.16参照

毎月、テナントや周辺企業にも参加頂き施設周辺の美化運動を実施しました。

●献血活動への協力　
日本赤十字社が実施している献血活動に施設協力をしました。
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環境マネジメントシステムの継続的改善を行うことにより、積極的に環境保全活動を推進します。

当社に適用される法規制、当社が同意するその他の要求事項を順守します。

当社施設の運営・管理において、環境への影響をできる限り少なくするため、
次の項目を重点テーマとして取り組みます。

1  省資源・省エネルギーを推進します。
2  廃棄物の適切な処理とリサイクルの促進に努めます。
3  環境配慮物品の購入を促進します。
4  ステークスホルダーの満足度を高めるべく、安全・快適なビル環境を目指します。
5  全社員が、環境保全に自発的・積極的に取り組むように、意識の向上を図ります。

環境方針を達成するため、環境目的・目標を定め、定期的に見直しを行います。

この環境方針は全社員に周知すると共に、一般にも開示します。

Environmental Policy
環境方針

株式会社東京流通センターは、東京都大田区平和島において、

｢物流ビル｣・｢オフィスビル｣・｢イベントホール｣の3つの機能を持った施設を所有し、

各企業に賃貸しています。

当社は、環境への配慮を経営の重要課題と位置付け、所有施設の運営・管理にあたり、

汚染を防止し、環境保全活動推進に取り組みます。

2006年10月1日
株式会社東京流通センター
代表取締役社長   松野秀司
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■環境マネジメント組織

最高経営者

環境管理責任者｜環境管理副責任者

環境会議

協力会社

協力会社……業務運営上関連する会社を協力会社とし、以下のように区分しています。

A：社員と同様の業務活動を行い、TRCからの教育が必要な人・会社

B：手順書に関わる作業を行う要員として、TRCからの教育が可能な人・会社

C：TRCからの教育はできないが、著しい環境側面に関して要求事項の伝達が可能な人・会社

常務会

I S O内部監査委員会

I S O事務局

ワーキンググループ

・廃棄物WG 

・エネルギー管理WG 

・構内環境WG

・社内環境WG

・社会関連WG

・関連法規WG

■環境マネジメントシステム
環境マネジメントシステムとは、企業が環境負荷を軽減するために事業活動と環境との関わり合いを認

識して環境に配慮した経営を行うための仕組みです。
TRCでは、環境方針を実行していくために、以下のような、Plan、Do、Check、Action（P-D-C-A）

を繰り返しながら、環境マネジメントシステムの向上を図ります。

環境マネジメントシステム
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F o r m a t i o n

S y s t e m

 I n s p e c t i o n

Do
実施・運用

◉資源、役割、責任及び権限
◉力量、教育訓練及び自覚
◉コミュニケーション
◉文章類
◉文書管理
◉運用管理
◉緊急事態への準備及び対応

Action

Check

点検・是正

◉監査及び測定
◉順守評価
◉不適合並びに是正処置
　及び予防処置
◉記録の管理
◉内部監査

見直し 計画

Plan

◉環境方針
◉環境側面
◉法的及びその他の要求事項
◉目的・目標及び実施計画

◉マネジメントレビュー

継続的改善

■外部審査・内部監査
TRCでは、年一回、審査機関による定期審査を受けるとともに

内部監査も実施しています。
内部監査員には、外部研修機関における認定コースを修了した社

員が現在26名登録されています。2007年度の内部監査は、環境
管理責任者、事務局及び部門の監査を実施しました。その結果、「不
適合」2件、「改善事項」2件が抽出され、速やかに是正処置を行
いました。
外部審査については、2008年9月25・26日に定期審査が行われ、

組織の環境マネジメントシステムが効果的に運用されていると判定
され、継続運用となりました。

 T r a i n i n g ■教育・訓練
日常業務の中で環境活動を意識し、環境負荷を継続的に低減していくためには、社員一人ひとりが環境

問題に関して理解を深めることが重要です。そのため、TRCではすべての社員を対象とする一般教育と、
専門的な業務に必要な専門教育を実施しています。

＜環境教育体系＞
1．一般教育
企業人として求められる環境に関する基礎知識の習得やTRCの

方針・活動内容の徹底を図るため全社員に対して実施しています。
2．専門教育
業務で求められる専門的な知識・技能の向上を目的として、教

育・訓練（火災や停電対応訓練等）を定期的に実施しています。

＜啓蒙活動＞
意識の共有を図るために、環境方針やマネジメント組織、環境目

的・目標等をまとめた携帯用「社会環境カード」を全社員及び協力会
社へ配布しています。
社内LANを活用して、「みんなのひろば」というホームページを

開設し、環境に関わる様々な情報や活動を紹介しています。
またエコサポート企業として「環境社会検定試験（eco検定）」の

受検を推奨しています。検定試験では、現在まで12名が合格して
います。
eco検定については下記URLを参照下さい。
http://www.kentei.org/eco/index.html

社会環境カード
企業行動憲章も記載されています。
2008年度から紙を「R100」から
「森林認証紙」に変更しています。

部　門

総務部

企画財務部

営業部

施設部

内部監査室
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環境目的 2007年度　環境目標
2007.10～ 2008.9

実績 達成状況 ページ 2008年度　環境目標 
2008.10～ 2009.9

廃棄物
廃棄物の適切な分別の徹底によ
り、廃棄物の減量化とリサイク
ルの促進を図る

共用部に排出されたダンボール、缶、ビンの
96%以上をリサイクルする

ダンボール、缶、ビンのリサイクル率
各100% ○

P.13

共用部に排出されたダンボール、缶、ビンの
96%以上をリサイクルする

テナントや展示会主催者に対して廃棄物の分
別についての啓蒙活動を実施する 新規入居テナント10社に対し実施 ○ テナントや展示会主催者に対して廃棄物の分別

についての啓蒙活動を実施する

エネルギー管理
2007※年度の共用部のエネル
ギー使用量（電気と熱の合算）を
エネルギー消費原単位で、2006
年度比1%以上の削減を目指す

2007年度の共用部のエネルギー使用量（電
気と熱の合算）をエネルギー消費原単位で、
2006年度比1%以上の削減を目指す

前年同期比エネルギー消費
原単位で3.3%減
＜温室効果ガス削減量 380t-CO2減 ＞

○ P.14
2008年度の共用部のエネルギー使用量（電気と
熱の合算）をエネルギー消費原単位で、2007年
度比1%以上の削減を目指す

構内環境

「廃PCB」と「使用PCB」の全量
を、国が設立したPCB処理会社
（「JESCO」）の処理工場におい
て、法令に定める期限までに安
全・確実に処理を行い、人体に
有害なPCB含有電気機器類を当
社構内から一掃する

◉物流ビルA棟の「使用PCB」を「JESCO」
と取り決めた処理時期までに全量撤去し、
PCB保管庫に保管する   ・搬出される迄期
間「PCB管理および処理手順書」に基づき保
管管理する

◉「JESCO」の稼動状況やその他PCB処理に
関する関連情報を収集する

●「JESCO」と当社間で当社の「廃PCB」処理
時期に関し協議（「JESCO」の都合により、
PCB処理時期が遅延）

●物流ビルＡ棟の「使用PCB」を撤去し、PCB
保管庫に保管

● 「JESCO」の稼動状況やその他PCB処理に
関する関連情報を収集

○ P.15

○当社にある「使用PCB」を全量撤去し、「廃
PCB」としてPCB保管庫に保管する

○「JESCO」と当社間で締結した処理契約と、
PCB収集運搬事業者と当社間で締結した収集
運搬契約に基づき、当社PCB保管庫に保管し
ている「廃PCB」を計画的に処理する

○搬出される迄の期間「PCB管理および処理手
順書」に基づき保管管理する             

○「JESCO」の稼動状況やその他PCB処理に関
する関連情報を収集する

社内環境

建物、諸設備維持管理で使用す
る物品を環境配慮物品に切り換
える     

◉指定物品の80%以上を環境配慮物品に切り
換える

◉指定物品の見直し

●2007年度累計95.0%切り換え
●指定物品の見直し実施

○

P.17

○指定物品の90%以上を環境配慮物品に切り換
える

○指定物品の見直し

環境に配慮している企業である
ことを実践し、省エネ・省力に
努める

◉資源の有効活用
◉社会に積極的に貢献し、環境意識を高める
◉各種教育の計画及び実施

●会議等の配布資料の簡素化
●社内コピー文書の両面使用
●ミスコピー防止と再利用
●各種教育を実施 ○

○資源の有効活用
○社会に積極的に貢献し、環境意識を高める
○各種教育の計画及び実施

◉環境会計による環境保全コスト保全効果及
び経済効果の把握 ●2006年度環境保全コストを集計し、公表

○環境会計による環境保全コスト・保全効果及
び経済効果の把握

社会関連

ステークホルダーの満足度を高
めるべく、安全・快適なビル環
境であることをPRする

◉新会社案内作成等に協力する
◉既存PR方法を見直し、新規PR方法を企画・
立案する　　　　

◉社会的責任、社会貢献等（CSR） 

●会社案内DVD作成
●会社案内DVD　　  138枚配布
●社会環境カード　　256枚配布
●環境報告書　 　　   994部配布

○

P.16

○既存PR方法を見直し、新規PR方法を検討する

社会的責任を果たすために、社
会貢献等に積極的に取り組む

◉環境美化運動に参加する
◉社会環境活動への参加を企画・実施する

●毎月第三木曜日　環境美化運動実施
●「第5回高校生環境サミットin Tokyo」へ
参加

●「緑の東京募金」への寄付実施

○
○環境美化運動に参加する
○社会環境活動への参加を企画・実施する

P r o g r e s s 環境目的・目標進捗報告

11 12

※エネルギー管理における年度は事業年度（4月～翌年3月）となります。
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WG2 エネルギー管理ワーキンググループ

物流ビルＡ・Ｂ棟荷物用エレベーター主要機器更新
物流ビルA・B棟に設置されている荷物用エレベーター 4台について、電動機、巻上機および制御盤の

更新を実施しました。これらの主要機器が最新型に変更されたことにより、電力消費が低減されるように
なったので、その内容を紹介いたします。

1.　更新実施年月
A棟12号機　－－－　2008年5月
A棟18号機　－－－　2008年8月
B棟16号機　－－－　2008年8月
B棟18号機　－－－　2008年5月

3.　電力量削減量計算
1993年7月21日付「通商産業省・建設省告示第1号」の計算式により算出
年間運転時間（Hr）＝月平均走行時間（Hr）×12ヵ月×2.5（*1）

消費電力量（kWh）
＝積載質量（3000kg）×定格速度（60m/min）×制御方式係数（*2）×年間運転時間（Hr）÷860
*1：戸の開閉時間および利用者の出入り時間を勘案した係数　　　*2：交流制御方式 ＝1/20　インバータ制御方式＝1/40

2.　変更内容

変更内容 更新前 更新後

制御方式 交流2段速度歯車方式 交流インバータ方式

電動機定格 　30kW 22kW

機　名 月平均
走行時間(Hr)

年間
運転時間(Hr)

年間消費電力量(kWh) 削減率
（%）更新前 更新後

A12号機 4 120 1,256 628 50
A18号機 9 270 2,826 1,413 50
B16号機 2 60 628 314 50
B18号機 5 150 1,570 785 50

Wo r k i n g  G r o u p  2

TRCでは、廃棄物の減量化とリサイクル率向上を重要項目として、各種見直し（ゴミ置き場、ゴミ箱、
有価物の持ち込み先他）を継続実施し、ダンボール・新聞・雑誌・再生紙・ビン・缶・ペットボトル・廃油・
発砲スチロール・蛍光管等については、ほぼ100％のリサイクルを継続しています。また、前年度は再利
用されていなかった木くずのうち、木製パレットに関しては持ち込み先へ交渉の結果、46％のリサイク
ルを達成しました。

TRCにおける廃棄物の総排出量・リサイクル率は、テナントの入居率・業種の変化等の影響を直接受け
るため、完全にリサイクル率をコントロールすることは出来ないという側面をもっています。そのような
状況下で2007年度の廃棄物総排出量は約5,800ｔと対前年比で約3.7％増となりましたが、リサイクル
量は対前年比で約10.3%増となったことから、総排出量におけるリサイクル率は、対前年比3ポイント
増の61％を達成することができました。

TRCは、今後ともテナントの皆様や展示会主催者のご理解、ご協力を得ながら廃棄物の適正処理とリ
サイクルの促進に取組んでまいります。

廃棄物排出量／リサイクル率

WG1 廃棄物ワーキンググループ

Wo r k i n g  G r o u p  1

電子マニュフェストの導入
構内で発生する産業廃棄物が適正に最終処分されていることの確認を、従来は「紙マニュフェスト」に

て実施していました。しかし、年間約1千件にもおよぶ委託数から、それに伴って使用する「紙（伝票）」
の量も大量となり、事務処理も煩雑でした。そこで、事務処理に伴って使用する紙の削減と事務の効率化、

データの透明性、法令順守を目的に
電子マニュフェストを2008年7月か
ら導入しました。

13 14
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55.4%
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WG4 社会関連ワーキンググループ

Wo r k i n g  G r o u p  4

「緑の東京募金」への寄付
都民や企業からの幅広い賛同を得て、緑あふれる

東京を再生するために創設された「緑の東京募金」。
その中でも、ごみと残土で埋め立てられた中央防波
堤内側埋立地に樹木を植え、緑あふれる森に生まれ
変わらせる「海の森の整備」プロジェクトの趣旨に
賛同し、会社と社員有志一同で2008年9月19日
に東京都へ寄付をしました。

社会環境活動への参加
2008年6月22日「第5回高校生環境サミットin 

Tokyo」（主催：東京都立つばさ総合高等学校）に参
加しました。この催しは、高校生や企業を中心に環
境活動を行っている方々が一同に集まり、環境関連
活動についての展示や発表を行うことにより、高校
生の環境意識を高めることを目的としています。
当日はパネル展示や環境報告書の配布等でTRC

の環境への取り組みについて紹介しました。

環境美化運動の継続実施
2004年12月から行っている環境美化運動を今

年度も毎月第三木曜日午後3時から実施しました。
ＴＲＣの社員のみならずテナントや周辺企業の方々
も加わり、2008年9月末現在で延べ1,300名を超
える方々に参加して頂きました。

PRの実施
安全・快適なビル環境であることをPRする活動

の一環として今年度、TRCの環境への取り組みを
盛り込み、新たに会社案内DVDを制作しました。
なお、完成品は撮影協力して下さった方々をはじ

め、各方面にPRを兼ねて配布しました。

WG3 構内環境ワーキンググループ

Wo r k i n g  G r o u p  3

PCBとは
ポリ塩化ビフェニルのことで、電気を通しにくく、燃えにくい等の優れた特性を有することから、トランス・コンデン
サといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されました。しかし、1968年に発生したカネミ油症事件を機に、その毒
性が大きな社会問題となり、1972年にＰＣＢの製造・輸入・使用は原則として禁止されました。

日本環境安全事業（株）（JESCO）とは
国の監督のもとPCB廃棄物処理を行うため、旧環境事業団（JEC）のPCB廃棄物処理事業等を継承して、2004年4月1
日に100％政府出資により設立されました。

PCBの管理責任
TRCでは、有資格の特別管理産業廃棄物管理責任者を任命し、適正なPCBの管理を行っています。
特別管理産業廃棄物責任者は、年に1回、構内において現存する使用PCBの量・場所を含めその状況を

点検します。その結果を『PCB管理状況報告書』に記録し、掌握しています。また、PCBの撤去や取扱い
についての指導･教育を徹底して行い、事故の排除に努めています。

廃PCBの適正な保管
廃PCB保管は、環境へのリスクの拡大が懸念され、法律に基づき、適正管理の徹底が求められていま

す。TRCでは、廃PCBの指定保管場所を定め、『廃PCB保管簿』に記録し、安全な保管・管理を徹底して
行っています。指定保管場所へは判りやすい表示を設置し、出入りする場合は『入退管理簿』に記録を行い、
確実に施錠をしています。
また、気象庁発表（東京地方）又は、防災センターに設置してある地震計が震度3以上の地震を感知し

た場合は、直ちに指定保管場所の緊急点検を実施しています。

廃PCBの処理
廃PCBの処理は、これまで処理施設の整備が進まなかったことから、TRCにおいても長期にわたり保

管が続いていましたが、2001年に制定された「PCB廃棄物適正処理推進特別法」を受け、2004年にPCB
廃棄物の処理施設として日本環境安全事業㈱（以下JESCO）が設立されました。TRCは、JESCO東京
PCB廃棄物処理施設と「ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託契約」を締結しました。

2008年3月10日にTRCのPCB保管庫より、廃PCBの一部を処理施設に移送完了し、廃PCBの処理を
開始しました。

PCB含有機器搬出中 PCB含有機器積み込み中

15 16
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分類 主な取組み
環境保全コスト

環境保全効果
投資額 費用額

目的・目標コスト

使用資源の抑制
エネルギー消費の抑制と
使用の合理化

冷却塔・高圧変電設備の更新 385,145 54,854 機器の更新によりエネルギー効率の向上

省エネタイプ高効率機器の導入
インバータ化導入他 89,366 8,233 対前年比エネルギー消費原単位

3.3％の削減

廃棄物排出抑制
廃棄物分別収集・リサイクル

廃棄物分別収集・処理 ー 90,288 分別についての意識向上

リサイクル（ダンボール・缶・ビン） ー 1,162 対前年比リサイクル率3％増

環境配慮物品の購入
事務所内 ー 7,857 環境配慮物品切替率98.2%

建物・諸設備 ー 9,912 環境配慮物品切替率95.0%

法規制対応コスト 環境負荷物質の適正管理 PCB・アスベストの適正管理 ー 18,957 法規制の順守

その他管理コスト

快適なビル環境の提供
休憩室分煙化 32,183 3,316 来館者及びテナントの快適性向上

構内緑化・維持 ー 9,470 構内緑化推進・維持

ISO14001関連 認証維持 ー 378 ISO14001の維持

その他 環境報告書作成、緑の東京募金、
環境美化運動他 ー 2,568 環境への意識向上

環境損失コスト 土壌汚染、自然破壊修復、
環境の損傷に対応する費用 ー ー 事業活動が環境に影響を与えた

損傷コストはありません

合　計 506,694 206,995

WG5 社内環境ワーキンググループ

Wo r k i n g  G r o u p  5

環境配慮物品の購入の取り組み
事務所で使用する文具などの物品については、「グリーン購入基準書」に基づき、環境負荷のより少ない

ものを優先的に購入しています。2007年度も98.2％と高い切り換え率を維持しました。
TRC建物維持管理等で使用する物品についても、2007年度の環境配慮物品への切り換え率は、80％

の目標を大きく上回る95.0%の切り換え率を達成しました。今後はさらに切り換え率の向上を目指し取
り組んでいく予定です。
また、入会しているグリーン購入ネットワーク（GPN）より常に最新情報を取得し、更なる環境保全の

向上を心がけています。

環境保全への取り組み
TRCでは、ISO取得当初から事務所内の省資源、省エネルギー活動に取り組んできました。
「コピー用紙使用量の削減」に関しては、「メール利用の徹底」「会議等の配布資料の簡素化」「社内コピー

文書の両面使用」「ミスコピー防止」に努めました。
それ以外にも、「事務所内空調温度の適正設定」「夏の軽装の実施」「パソコン等の電気機器の省エネタイ

プへの切替」「無駄な照明の消灯」「リサイクル推進へ向けたゴミの分別廃棄」「マイコップの使用による紙
コップの使用量削減」等を実施しています。
また新たな取り組みとして、グリーン購入ネットワーク（GPN）主

催の「GPN500万人グリーン購入一斉行動」に参加しました。この運
動は、「買い物袋を持ち歩きレジ袋をもらわない」「買い物や外食をす
る際に旬のもの・地場のものを選ぶ」ことにより、ゴミ・CO2を削減
しようという試みです。TRCでもポスター等により社員に協力を呼
びかけるなど、今後もこの活動に参加していきます。

TRCでは、環境省・東京都環境局等のホームページや『環境六法』により環境側面に適用される法規制等を特定し、

「環境法規制等登録簿」（以下 登録簿）に登録しています。新たな取り組みの実施時、法規制等の改正時には、各部

門と確認の上、該当する項目を速やかに改訂しています。また、年2回6月と12月には定期的に法規制等を確認し、

登録簿に影響を及ぼす改正について確認作業を行っております。

なお、年1回7月に、登録簿記載の法規制等を順守しているかの確認を行い、「順守評価記録」を作成していま

す。確認時において、問題が発見された場合は環境マネジメントマニュアルに則り対処することになっています。

2007年度における順守確認の結果、登録簿記載の法規制等に違反する事象はありませんでした。

「主な環境関連法規制及び当社が同意するその他の要求事項」

◎都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
◎大気汚染防止法
◎吹付けアスベストに関する室内環境維持管理指導指針
◎石綿障害予防規則
◎水道法
◎下水道法
◎廃棄物の処理および清掃に関する法律
◎ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
　適正な処理の推進に関する特別措置法

◎循環型社会形成推進基本法
◎資源の有効な利用の促進に関する法律
◎建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律
◎国等による環境物品等の調達推進等に関する法律
◎エネルギーの使用の合理化に関する法律
◎消防法
◎労働安全衛生法
◎建築物における衛生的環境の確保に関する法律

他－全81項目

（単位：千円）
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品番 本数 花弁色 植栽場所

A 関山【かんざん】 186 紅紫（八重桜） 外周、C棟周辺

B 普賢象【ふげんぞう】 45 紅黄白（八重桜）
センタービル・C棟周辺
遊歩道、立体駐車場

C 松月【しょうげつ】 15 淡桃（八重桜）
センタービル東側玄関周辺、
遊歩道

D 鬱金【うこん】 11 黄（八重桜） 第二展示場入口

E 染井吉野【そめいよしの】 10 淡紅 遊歩道

F 台湾緋桜【たいわんひざくら】 10 濃紅 遊歩道、C棟周辺

G 大島桜【おおしまざくら】 7 淡紅 外周、遊歩道

H 菊桜【きくざくら】 6 淡紅 外周、C棟周辺

I 枝垂桜【しだれざくら】 6 淡紅
センタービル周辺、
アネックス周辺

J 大手毬【おおてまり】 3 紅黄白（八重桜） 築山

K 紅提灯【べにちょうちん】 3 紅紫（八重桜） 築山

L 法輪寺【ほうりんじ】 1 淡紅 遊歩道

　　　合　計 …………… 303本　　　　　（2008年11月現在）
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■品種と特性

TRC構内の桜の品種

関連法規
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